
Information Room

平平成成１１８８年年度度揖揖斐斐川川町町人人事事行行政政のの運運営営等等のの状状況況ををおお知知ららせせししまますす。。
１．職員の任免及び職員数に関する状況
・職員数（単位：人）

区 分
平成１８年
４ 月 １ 日
職 員 数

平成１８年度中 平成１９年
４ 月 １ 日
職 員 数採用者数 退職者数

一般行政職 ２６６ ２ ６ ２６２
医 療 職 １２ １ １１
保健師・栄養士 １３ １ １ １３
保 育 士 ４９ ３ ５２
技能労務職 ６４ ２ ３ ６３
合 計 ４０４ ８ １１ ４０１
注：教育長及び県職員を除き、外郭団体派遣職員を含むた

め、定員管理実態調査と合致しません。

２．職員の給与の状況
（１）１人あたりの支給額（平成１８年４月１日現在）（単位：円）

区 分 平均給料月額
一般行政職 ３１０，３３６
技能労務職 ２１９，１４４

（２）初任給基準（単位：円）

区 分 大 卒 短大卒 高 卒 中 卒
一般行政職 １７０，２００ １５１，０００ １３８，４００ －
技能労務職 － － １３５，６００ １２７，７００
区 分 博士課程卒 大学６卒
医 師 ３２２，１００ －
歯 科 医 師 － ２３５，２００
区 分 短大３卒 短大２卒 准看護師養成所卒
看 護 師 １８６，７００ １７８，３００ －
准 看 護 師 － － １５１，５００
（３）手当制度の状況

区 分 名 称 等

手当の種類

扶養手当・通勤手当・住居手当・時間外勤
務手当・期末手当・勤勉手当・寒冷地手当
・宿日直手当・医師手当・特殊勤務手当・
初任給調整手当・管理職手当・休日勤務手当

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）勤務時間

区 分 勤 務 時 間 等

勤務を要する
曜日

毎週月曜日から金曜日までの週５日間
（祝日法による休日及び１２月２９日から１
月３日を除く）

１日当たりの
勤務時間

午前８時３０分から午後５時３０分まで休憩
時間を除く、実質８時間勤務

注：職種や職場によって異なります。
（２）休暇制度
※使用実績は、平成１８年１月１日～平成１８年１２月３１日の
期間

休暇の種類 休暇日数等 使用実績

年次有給休暇
１年につき２０日付与（繰
越、採用時期等により変
動あり）

平均取得日数
８．５日

特 別 休 暇 産前産後、結婚休暇、介護休暇等有り
（３）育児休業

区 分 男性職員 女性職員 計
平成１８年度中に新たに育児休
業を取得した職員 ４ ４

平成１７年度中から引き続き育
児休業を取得している職員 ４ ４

４．職員の分限及び懲戒処分の状況
（１）処分者数（単位：人）

処分の内容 処分者数 処分事由

分限処分（休職） １ 病気のため

懲戒処分 ０

５．職員の服務の状況（単位：人）
区 分 違反者数

命令に従う義務 ０

信用失墜行為の禁止 ０

秘密を守る義務 ０

職務に専念する義務 ０

政治行為の制限 ０

争議行為等の禁止 ０

営利企業従事制限 ０

６．職員研修及び勤務成績評定の状況
（１）職員研修の実施状況（単位：人）

研修区分 受講者数累計

研修センター研修 ５０

自主研修 ９１

各種専門研修 ５５

派遣研修 ３４

その他の研修 ３３９

計 ５６９

（２）勤務成績の評定状況

区 分 基 準 日 評定等内容

人事評価 １０月１日 新人事評価の実施（実績、意識、
能力による評価）

７．職員の福祉及び利益の保護の状況
（１）福利厚生制度に関する状況

区 分 受診者数 内 容 等

総合健診 ３８７ 年代別総合健康診断

（２）公務災害補償制度

加入団体 災害件数 災害の概要
地方公務員災害補償基金
岐阜県支部 ２ 地方公務員の公務

上の災害
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☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

平平成成２２００年年度度
幼幼児児園園・・保保育育園園入入園園案案内内
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

◆ 保育目標 ◆
「明るく元気な優しい子どもを育てる」

☆心身共に調和のとれた人間性豊かな幼児の育成をする
☆地域の中で育ち、ほほえみと感動のある園づくりをする

◆ 幼児園・保育園とは
保護者が働いていたり、病気にかかっているなどにより、家庭で保
育できないお子さんを、保護者に代わって日々保育するところです。

◆ 入園の対象となるお子さんは
揖斐川町内に住所があり、次のいずれかの事情があるとともに同居
の家族その他の方も保育できない場合に限ります。
１）保護者が昼間外で働いている場合
２）保護者が昼間、自宅で家事以外の労働をしている場合
３）保護者が出産前後、病気・負傷、心身に障害がある場合
４）保護者が同居の病人や心身障害者の世話をしている場合
５）風水害、火災その他の災害の普及に当たっている場合

◆ 保育料
入園児童の父母など扶養義務者の所得税、または町民税に
より決定します。
１）所得税課税世帯
父母などの平成１９年分所得にかかる所得税額の合計
２）所得税の非課税世帯
父母などの平成１９年度町民税額の合計
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◆特別保育事業
◇乳児保育
満６ヶ月以上、いび幼児園で実施します。
◇早朝保育・延長保育
各幼児園・保育園で実施します。
◇一時保育
一時的に保育を希望される場合、いび幼児園で保育します。
◇障害児保育
集団生活が可能な障害児を保育します。
◇なかよしタイム
毎月第２・第４水曜日に、各園で園庭解放を行います。

◆保育時間
◇通常保育
午前８時３０分～午後４時３０分
◇早朝保育
午前７時３０分から
◇延長保育
午後６時３０分（いび幼児園は午後７時００分まで）

◆入園申込みの案内
１）受付場所
役場子育て支援課、各振興事務所住民福祉課（地域振興
課）または入園を希望される幼児園・保育園

（入園申込書備付）
２）受付期間
平成１９年９月３日（月）～平成１９年９月２８日（金）まで
３）入園申込みに必要な書類
・児童１人につき、１枚の入園申込書
・保育に欠ける証明書（パート証明書等）
・平成１９年分源泉徴収票または確定申告書控え・町県民
税申告書の写し（３月中旬までに提出）

◆入園に関する問い合わせ・申込先
◇ 役場子育て支援課 保育園担当 ＴＥＬ ２２－２１１１

Ｔ Ｅ Ｌ
２２－１４６３
２２－２８５６
２２－０４２０
２２－０８２６
２２－１０２１
５６－３０１１
５５－２３０７
５７－２３１９
５４－２０３９
５２－２０２３
５３－２５４７

所 在 地
揖斐川町北方１４２７－１
揖斐川町房島４８６
揖斐川町三輪１３８８
揖斐川町清水１１７６－１
揖斐川町小島５６０
揖斐川町谷汲深坂２７６１－１５
揖斐川町谷汲長瀬２５６５－１
揖斐川町春日小宮神１０７１
揖斐川町西津汲７１０－１
揖斐川町東横山１０１６
揖斐川町坂内広瀬１６６－２

入園対象
１歳から
１歳から
６ヶ月から
１歳から
１歳から
１歳から
１歳から
１歳から
１歳から
１歳から
１歳から

定員
６０
８０

１００
７０
９０
６０
４５
３５
３０
２０
２０

施 設 名
きたがた幼児園
やまと幼児園
いび幼児園
きよみず幼児園
おじま幼児園
谷汲保育園
長瀬保育園
かすが保育園
久瀬保育園
藤橋保育園
坂内保育園
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子子
育育
てて
支支
援援
のの
おお
知知
らら
せせ

【
揖
斐
川
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
】

上
南
方
１
９
３

℡
２
３
‐
１
１
３
６

■
利
用
対
象

揖
斐
川
町
在
住
の
未
就
園
児

（
祖
父
母
可
）

■
休

館

日

祝
日
、
土
、
日
曜
日

■
開
所
時
間

９
時
〜
１６
時

●
相
談
日
の
☆
印
は
、
担
当
者
が
す
ぐ
に
対
応
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

●
♪
印
の
あ
る
活
動
は
要
予
約
で
す
。
参
加
人
数
が
集
ま
り

し
だ
い
、
受
付
を
終
了
し
ま
す
。

●
予
約
さ
れ
る
方
は
、
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
予
約
期
間

内
に
申
し
込
み
に
来
て
く
だ
さ
い
。

●
セ
ン
タ
ー
ル
ー
ム
活
動
に
参
加
さ
れ
な
い
場
合
で
も
自
由

に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１０
月
の
行
事
に
つ
い
て
…
予
約
受
付
期
間
は
、
９
月
１９
日

�
１３
時
か
ら
９
月
２６
日
�
１６
時
ま
で

【
か
す
が
保
育
園
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
】

春
日
小
宮
神
１
０
７
１

℡
５
７
‐
２
３
１
９

毎
週
火
曜
日
（
園
庭
開
放
日
）

９
時
３０
分
〜
１１
時
３０
分

毎
週
木
曜
日（
コ
ア
ラ
ち
ゃ
ん
の
日
）

９
時
３０
分
〜
１１
時
３０
分

『かすがと揖斐川子育て支援センター
一緒に薬草染め開催しました。』

春日長者の里『アトリエのの』で親子一
緒に染物体験。赤やピンクのバンダナがで
きました。

揖斐川町の幼児園、保育園の子育て支援！（かすが保育園以外）
＊園庭開放をしていますので遊びに行きましょう。
期日：第２水曜日…９月１２日�

第４水曜日…９月２６日�
時間：午前９時３０分～１１時３０分

揖
斐
川
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で
は
、
高
齢

者
の
就
業
及
び
求
職
活
動
を
支
援
す
る
た

め
「
室
内
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
」
の
講
習
会
を

実
施
し
ま
し
た
。
受
講
生
か
ら
は
「
勉
強

に
な
っ
た
」
と
好
評
で
終
了
し
ま
し
た
。

（
写
真
は
講
習
会
の
一
コ
マ
）
こ
の
講
習

会
は
国
と
の
契
約
に
基
づ
き
県
連
合
会
よ

り
委
託
さ
れ
た
も
の
で
、
県
下
で
も
各
種

の
講
習
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
関
心
の

あ
る
方
は
当
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合
せ

く
だ
さ
い
。

ま
た
、
当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
自
分
の
能

力
を
生
か
し
つ
つ
「
少
し
で
も
地
域
に
貢

献
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
活
動
し
、
会
員
を
募

集
し
て
い
ま
す
。
自
分
に
あ
っ
た
お
仕
事

が
待
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
説
明
会
に
参
加

く
だ
さ
い
。

お
仕
事
の
依
頼
を
さ
れ
る
皆
様
へ
。
内

容
を
承
り
、
お
引
き
受
け
し
た
仕
事
は
会

員
が
責
任
を
持
っ
て
完
成
い
た
し
ま
す
。

草
刈
、
畑
仕
事
、
剪
定
、
家
事
援
助
等
ま

ず
当
セ
ン
タ
ー
ま
で
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

但
し
産
業
廃
棄
物
の
処
分
な
ど
お
引
き
受

け
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

■
入
会
説
明
会

第
１
回
９
月
３
日
�
１０
時
か
ら

第
２
回
９
月
１８
日
�
１０
時
か
ら

■
登
録
会

９
月
２５
日
�
１０
時
か
ら

【
お
問
い
合
せ
先
】
揖
斐
川
町
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー

℡
２
３
‐
０
９
０
７

９月センタールーム活動（時間：１０：００～１１：３０）
（おやつ指導のみ１１時開始）

金 教室
７
後期子育て教室
Ａ１回目

１４
後期子育て教室
Ｂ１回目

２１
保健センター
はぐくみ広場

２８
サークル
フリー

木
６ ♪
親子体操
河村先生

１３ ♪
紙芝居の会
鷲見先生

２０
先生とあそぼ！

２７ ♪
料理教室
春日モリモリ村

水 交流日
５
さくらんぼ
０歳児交流

１２
いちご
１歳児交流

１９
りんご
２・３歳児交流

２６
フリー

火
４ ♪
公園であそぼ�

１１
フリー

１８ ♪
誕生会
お話ルーム

２５ ♪
おやつ指導
お茶持参

月 相談日
３ ☆
ＭＩＬＫの日

１０ ☆
ＭＩＬＫの日
発育測定

１７
敬老の日

２４
振替休日

公園で遊ぼう�（揖斐川子育て支援センター合同）
園児と遊ぼう（未満児）
園庭開放日
絵画遊び
誕生会（揖斐川子育て支援センターにて）
先生とあそぼ！（揖斐川子育て支援セン
ターにて）
園庭開放日
料理教室（春日モリモリ村）

４日�
６日�
１１日�
１３日�
１８日�
２０日�

２５日�
２７日�

講
習
会
の
様
子
「
講
義
」

◎１０月２日�運動会について…定員こども７０名（定員になり次第締め切り）
申込用紙…９月ぴっころだより添付 申込受付…９月３日～９月中旬

講
習
会
の
様
子
「
実
習
」

18IBIGAWA 2007 September



Information Room

年年
金金
時時
効効
特特
例例
法法
にに
つつ
いい
てて

今
ま
で
の
取
り
扱
い

○

年
金
記
録
が
訂
正
さ
れ
た
結
果
、
年
金

が
増
額
さ
れ
た
場
合
で
も
、
時
効
消
滅
に

よ
り
直
近
の
５
年
間
分
の
年
金
に
限
っ
て

お
支
払
い
し
て
い
ま
し
た
。

〔
具
体
例
〕

６０
歳
か
ら
年
金
を
受
給
し
て
い
た
方
で
、

７１
歳
で
追
加
す
べ
き
年
金
記
録
が
見
つ
か
っ

た
場
合

今
ま
で
は

増
額
分
に
つ
い
て
は
５
年
間
分
を
遡
っ
て

お
支
払
い
（
６６
歳
か
ら
の
分
）

５
年
を
超
え
る
分
は
時
効
消
滅

今
後
の
取
り
扱
い

年
金
時
効
特
例
法
の
成
立
に
よ
り
、
時
効

消
滅
に
よ
り
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
分
も
全
期
間
遡
っ
て
お
支
払
い
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
方

○
既
に
年
金
記
録
が
訂
正
さ
れ
て
い
る
方

①

年
金
記
録
の
訂
正
に
よ
り
年
金
が
増
え

た
方

←

年
金
（
老
齢
・
障
害
・
遺
族
）
の
時
効
消

滅
分
が
全
期
間
遡
っ
て
支
払
わ
れ
ま
す

②

年
金
記
録
の
訂
正
に
よ
り
年
金
の
受
給

資
格
が
確
認
さ
れ
、
新
た
に
年
金
を
お
支

払
い
す
る
こ
と
と
な
っ
た
方

←

年
金
（
老
齢
・
障
害
・
遺
族
）
の
時
効
消
滅

分
が
全
期
間
遡
っ
て
支
払
わ
れ
ま
す

③

①
や
②
に
該
当
す
る
方
が
、
亡
く
な
ら

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
ご
遺
族
の
方

←

未
支
給
年
金
の
時
効
消
滅
分
が
支
払
わ

れ
ま
す
。

※
ご
遺
族
の
範
囲
は
、
お
亡
く
な
り
に

な
っ
た
当
時
、
生
計
を
同
じ
く
さ
れ
て
い

た
方
に
限
り
、
配
偶
者
、
子
、
父
母
、
孫
、

祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
の
順
と
な
り
ま
す
。

○
今
後
、
年
金
記
録
が
訂
正
さ
れ
る
方

④

今
後
、
年
金
記
録
が
訂
正
さ
れ
た
結
果
、

上
記
①
〜
③
と
同
じ
よ
う
に
年
金
額
が
増

え
る
方

←

（
増
額
さ
れ
た
年
金
や
未
支
給
年
金
が
全

期
間
分
支
払
わ
れ
ま
す
）

必
要
な
手
続
は

○
今
後
、
年
金
記
録
が
訂
正
さ
れ
る
方

記
録
の
訂
正
の
手
続
以
外
に
特
別
の
手
続

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

年
金
記
録
の
訂
正
に
合
わ
せ
て
自
動
的
に

手
続
を
行
い
、
５
年
を
経
過
し
た
分
の
年
金

額
も
お
支
払
い
し
ま
す
。

○
既
に
、
年
金
を
受
給
開
始
後
に
年
金
記
録

が
訂
正
さ
れ
て
い
る
受
給
者
の
方

・
で
き
る
限
り
簡
単
に
手
続
を
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
必
要
な
記
載
事

項
を
印
字
し
た
用
紙
を
順
次
発
送
い
た
し

ま
す
。
（
平
成
１９
年
９
月
〜
）

・
今
す
ぐ
に
手
続
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
も

で
き
ま
す
。
そ
の
場
合
に
は
、
お
近
く
の

社
会
保
険
事
務
所
に
、
必
要
な
書
類
を
ご

提
出
（
ま
た
は
郵
送
）
し
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
郵
送
で
手
続
を
さ
れ
る
際
に
必
要
と
な
る

用
紙
は
、
下
記
の
お
問
い
合
わ
せ
先
か
ら

お
取
り
寄
せ
い
た
だ
く
か
、
社
会
保
険
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し

て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

※
お
手
続
か
ら
お
支
払
い
ま
で
の
期
間
は
、

２
〜
３
ヶ
月
程
度
で
す
。

お
支
払
い
の
前
に
、
審
査
結
果
・
振
込
等

の
お
知
ら
せ
を
い
た
し
ま
す
。

窓
口
で
の
手
続
の
際
に
、
お
持
ち
い
た
だ
く

も
の以

下
の
書
類
を
お
持
ち
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
の
場
合
】

○
手
続
に
お
越
し
の
際
は
、
「
年
金
証
書
」、

「
振
込
通
知
書
」
な
ど
、
基
礎
年
金
番
号

・
年
金
コ
ー
ド
が
確
認
で
き
る
も
の

【
未
支
給
年
金
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
ご
遺

族
が
手
続
を
さ
れ
る
場
合
】

○
亡
く
な
ら
れ
た
方
が
受
け
て
い
た
年
金
の

「
振
込
通
知
書
」「
未
支
給
年
金
支
給
決
定

通
知
書
」
な
ど
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
基

礎
年
金
番
号
・
年
金
コ
ー
ド
が
確
認
で
き

る
も
の

○
手
続
を
さ
れ
る
方
の
ご
本
人
確
認
が
で
き

る
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
等
）

○
振
込
を
希
望
さ
れ
る
金
融
機
関
の
預
金
口

座
の
通
帳

【
未
支
給
年
金
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
ご
遺

族
が
手
続
を
さ
れ
る
場
合
】

○
下
記
の
お
問
い
合
わ
せ
先
に
必
要
と
な
る

書
類
を
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
ご
本
人
以
外
の
方
が
代
理
で
手
続
を
さ
れ

る
場
合
は
、
次
の
も
の
を
お
持
ち
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

・
委
任
状

・
委
任
を
受
け
た
方
（
実
際
に
窓
口
に
来
ら

れ
る
方
）
の
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証

等
）

※
未
支
給
年
金
と
は
、
年
金
を
受
け
ら
れ
る

方
が
亡
く
な
ら
れ
た
時
に
、
ま
だ
そ
の
方

へ
の
お
支
払
い
が
済
ん
で
い
な
か
っ
た
年

金
の
こ
と
で
す
。

詳
し
く
は
、
お
近
く
の
「
社
会
保
険
事
務

所
」
ま
た
は
、
「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」
０

５
７
０
‐
０
５
‐
１
１
６
５
（
平
日
８
時
３０

分
〜
１７
時
１５
分
）
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
揖
斐
川
町
役
場
住
民
課

℡
２
２
‐
２
１
１
１
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国国
民民
健健
康康
保保
険険
のの
おお
知知
らら
せせ

新
し
い
保
険
証
は
９
月
下
旬
に
郵
便
で
送

付
し
ま
す

新
し
い
国
民
健
康
保
険
証
を
、
９
月
下
旬

に
各
家
庭
へ
郵
送
し
ま
す
。
保
険
証
が
届
き

ま
し
た
ら
、
住
所
、
氏
名
な
ど
記
載
内
容
を

確
認
し
て
大
切
に
保
管
く
だ
さ
い
。
な
お
期

限
切
れ
の
保
険
証
は
、
ハ
サ
ミ
を
入
れ
る
な

ど
し
て
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

○
保
険
証
は
、
配
達
記
録
郵
便
で
送
付
し
ま

す
。

普
通
郵
便
の
よ
う
に
郵
便
物
を
各
家
庭
の

郵
便
受
け
に
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
郵
便
局

の
配
達
員
が
直
接
お
届
け
し
ま
す
の
で
、
受

領
印
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
ご
不
在
の
場
合

保
険
証
配
達
時
に
ご
不
在
の
場
合
は
、
郵

便
局
員
が
不
在
連
絡
票
を
お
い
て
い
か
れ
ま

す
の
で
、
受
取
方
な
ど
は
、「
不
在
連
絡
票
」

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

○
郵
便
局
で
の
保
管
期
限
が
過
ぎ
た
場
合

郵
便
局
で
の
保
管
期
間
が
過
ぎ
た
場
合
、

保
険
証
は
町
役
場
に
戻
り
ま
す
。
保
管
期
限

経
過
後
は
、
お
使
い
の
保
険
証
（
期
限
切
れ

の
も
の
）
を
ご
持
参
の
上
、
役
場
住
民
課
又

は
、
各
振
興
事
務
所
で
お
渡
し
し
ま
す
。

○
国
民
健
康
保
険
税
の
支
払
い
が
遅
れ
て
い

る
方

保
険
税
は
、
私
た
ち
の
医
療
費
に
あ
て
ら

れ
る
貴
重
な
財
産
で
す
。
３
期
（
平
成
１９
年

７
月
３１
日
納
付
期
限
）
ま
で
の
保
険
税
の
支

払
い
が
遅
れ
て
い
る
世
帯
の
方
は
、
そ
の
旨
、

同
時
期
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
役
場
住

民
課
又
は
各
振
興
事
務
所
で
、
事
情
を
ご
説

明
い
た
だ
い
た
上
、
保
険
証
を
お
受
け
取
り

く
だ
さ
い
。

○
施
設
入
所
や
学
生
の
た
め
保
険
証
を
単
独

で
お
持
ち
の
場
合

事
前
に
、
継
続
の
た
め
の
申
請
書
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
ご
記
入
い
た
だ

き
、
役
場
及
び
各
振
興
事
務
所
の
窓
口
へ
提

出
を
お
願
い
し
ま
す
。
提
出
の
な
い
場
合
は

返
還
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
保
険
証
の
有
効
期
限

期
限
は
、
１０
月
１
日
か
ら
、
平
成
２０
年
３

月
３１
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

平
成
２０
年
４
月
か
ら
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
が
発
足
さ
れ
る
た
め
、
原
則
７５
歳
以
上

の
方
は
、
国
民
健
康
保
険
の
資
格
を
喪
失
し

ま
す
。
世
帯
内
の
資
格
異
動
が
多
く
発
生
し

ま
す
の
で
、
今
回
の
有
効
期
限
は
、
平
成
２０

年
３
月
３１
日
ま
で
と
な
り
、
来
年
３
月
に
は
、

次
の
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す
。

○
そ
の
他

社
会
保
険
に
加
入
さ
れ
た
場
合
な
ど
、
届

出
を
さ
れ
な
い
と
、
二
重
に
保
険
税
を
支

払
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
保
険
証
を
お
受
け
取

り
に
な
ら
れ
ま
し
た
ら
、
十
分
に
ご
確
認
い

た
だ
き
、
お
気
づ
き
の
こ
と
は
早
め
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
揖
斐
川
町
役
場
住
民
課

℡
２
２
‐
２
１
１
１

福福
祉祉
医医
療療
受受
給給
者者
証証
〔〔
重重
度度
障障
害害
者者

・・
母母
子子
・・
父父
子子
〕〕
のの
更更
新新
にに
つつ
いい
てて

現
在
お
手
元
の
福
祉
医
療
受
給
者
証
は
、

平
成
１９
年
９
月
３０
日
が
有
効
期
限
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

対
象
者
に
は
、
更
新
の
ご
案
内
を
郵
送
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
更
新
手
続
き
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

更
新
日
時
・
更
新
場
所
に
つ
き
ま
し
て
は

案
内
通
知
に
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

※
重
度
心
身
障
害
老
人
特
別
助
成
金
受
給

者
証
を
お
持
ち
の
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、

有
効
期
間
が
、
平
成
２０
年
９
月
３０
日
と

な
っ
て
い
る
方
と
、
平
成
１９
年
９
月
３０

日
に
な
っ
て
い
る
方
が
あ
り
ま
す
。

本
年
９
月
３０
日
ま
で
の
有
効
期
限
の
方

に
つ
き
ま
し
て
は
、
更
新
手
続
き
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

※
乳
幼
児
・
児
童
の
受
給
者
証
に
つ
き
ま

し
て
は
、
今
回
更
新
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
揖
斐
川
町
役
場
住
民
課

℡
２
２
‐
２
１
１
１

未未
登登
記記
家家
屋屋
のの
取取
りり
壊壊
しし
、、
所所
有有

権権
移移
転転
にに
つつ
いい
てて

○
家
屋
な
ど
を
取
り
壊
し
た
と
き
は

家
屋
や
土
地
お
よ
び
償
却
資
産
に
対
す
る

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
で
課

税
さ
れ
ま
す
。

未
登
記
家
屋
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
取
り

壊
し
た
場
合
、
「
家
屋
の
滅
失
届
出
書
」
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
類
は
役
場
税

務
課
お
よ
び
振
興
事
務
所
に
あ
り
ま
す
。

○
未
登
記
家
屋
を
名
義
変
更
す
る
と
き
は

未
登
記
家
屋
の
名
義
を
変
更
す
る
と
き
や

未
登
記
家
屋
の
名
義
人
が
死
亡
し
た
と
き
、

ま
た
、
売
買
な
ど
に
よ
り
未
登
記
家
屋
の
所

有
者
が
変
わ
っ
た
場
合
な
ど
に
は
「
名
義
人

変
更
申
告
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
変

更
届
の
用
紙
は
役
場
税
務
課
お
よ
び
振
興
事

務
所
に
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
登
記
が
あ
る
家
屋
で
、
す
で
に

法
務
局
で
滅
失
登
記
や
所
有
権
移
転
登
記
が

済
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
届
け
出
を
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
家
屋
評
価
に
ご
協
力
を

新
築
ま
た
は
増
築
さ
れ
た
家
屋
に
つ
い
て

は
家
屋
評
価
を
行
う
た
め
役
場
税
務
課
お
よ

び
振
興
事
務
所
職
員
が
評
価
に
伺
い
ま
す
。

こ
の
評
価
は
、
固
定
資
産
税
の
基
と
な
る

評
価
額
を
算
出
す
る
た
め
に
行
う
も
の
で
す
。

評
価
に
伺
う
際
に
は
、
事
前
に
連
絡
を
取

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
揖
斐
川
町
役
場
税
務
課

℡
２
２
‐
２
１
１
１

20IBIGAWA 2007 September



Information Room

雇雇
用用
保保
険険
制制
度度
一一
部部
改改
正正
のの
おお
知知
らら
せせ

平
成
１９
年
１０
月
１
日
以
降
に
離
職
さ
れ
る

方
が
、雇
用
保
険
の
失
業
給
付（
基
本
手
当
）

を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
離
職

の
日
以
前
２
年
間
に
賃
金
支
払
い
の
基
礎
と

な
る
日
が
各
月
１１
日
以
上
あ
る
月
が
１２
か
月

必
要
と
な
り
ま
す
（
事
業
主
の
方
等
が
離
職

票
の
作
成
を
す
る
と
き
も
こ
の
期
間
記
入
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
）

ま
た
、
育
児
休
業
給
付
の
給
付
率
、
教
育

訓
練
給
付
の
要
件
・
内
容
、
短
期
雇
用
特
例

一
時
金
の
給
付
水
準
等
も
変
更
に
な
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
岐
阜
労
働
局
職
業
安
定
課

ま
た
は
お
近
く
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
（
公
共
職

業
安
定
所
）
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

雇
用
保
険
法
改
正
の
概
要
はhttp

://

w
w
w
.m
hlw
.go.jp

/bunya/koyou
／koy-

ouhoken
05/index.htm

l

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
岐
阜
労
働
局
職
業
安
定

課
給
付
係
℡
０
５
８
‐
２
６
３
‐
５
５
１
９

町町
臨臨
時時
職職
員員
のの
募募
集集

揖
斐
川
町
で
は
次
の
と
お
り
臨
時
職
員
を

募
集
し
ま
す
。

■
職
種

保
育
士

■
募
集
人
員

若
干
名

■
応
募
資
格

年
齢
５９
歳
以
下
の
方
で
、
保

育
士
資
格
を
有
す
る
方
。

■
試
験

面
接
試
験
を
実
施

■
雇
用
期
間

平
成
２０
年
３
月
３１
日
ま
で

■
給
与

日
々
雇
用
職
員
の
雇
用
条
件
に
よ

る
。

■
勤
務
時
間

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
及
び
第

１
・
３
・
５
土
曜
日
（
国
民
の
休
日
お
よ

び
年
末
年
始
を
除
く
）
８
時
３０
分
〜
１６
時

３０
分

■
応
募
方
法

履
歴
書
（
市
販
の
用
紙
）
に

記
入
し
て
、
資
格
証
の
写
し
を
添
え
９
月

２０
日
�
ま
で
に
揖
斐
川
町
役
場
政
策
広
報

課
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
揖
斐
川
町
役
場
政
策
広

報
課

℡
２
２
‐
２
１
１
１

国国
際際
交交
流流
ボボ
ララ
ンン
テテ
ィィ
アア
募募
集集

揖
斐
川
町
で
は
国
際
交
流
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

を
募
集
し
ま
す
。
異
な
る
文
化
や
習
慣
を
体

験
し
て
海
外
の
友
達
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

毎
年
１１
月
に
実
施
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
ユ
タ
州
セ
ン
ト
ジ
ョ
ー
ジ
市
と
の
マ
ラ
ソ

ン
交
流
で
、
招
待
選
手
や
関
係
者
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
通
訳
や
ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
と
し
て

活
躍
し
て
い
た
だ
き
国
際
交
流
活
動
を
推
進

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

《
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
内
容
》

○
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
受
入
れ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

○
通
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

■
期
間

「
い
び
が
わ
マ
ラ
ソ
ン
」１１
月
１１
日

�
を
含
む
前
後
６
日
間
（
予
定
）

■
応
募
締
切

９
月
２８
日
�

※
通
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
は
都
合
の
良
い

日
時
の
み
（
通
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
は

都
合
の
良
い
日
時
の
み
で
も
結
構
で
す
）

※
募
集
対
象
は
、
揖
斐
川
町
内
の
方
に
限
り

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
揖
斐
川
町
役
場
企
画
課

℡
２
２
‐
２
１
１
１
（
内
線
１
４
１
）

ここ
れれ
かか
らら
のの
木木
曽曽
川川
・・
長長
良良
川川
・・
揖揖
斐斐
川川
のの
川川

づづ
くく
りり
にに
つつ
いい
てて
意意
見見
をを
募募
集集
しし
てて
いい
まま
すす

現
在
、
木
曽
川
水
系
の
今
後
２０
〜
３０
年
間

の
河
川
整
備
の
あ
り
方
を
検
討
し
、
河
川
整

備
（
治
水
、
利
水
、
環
境
、
維
持
管
理
等
）

に
関
す
る
計
画
を
策
定
中
で
す
。

地
域
の
皆
さ
ん
に
喜
ば
れ
、
親
し
ま
れ
る

今
後
の
川
づ
く
り
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ

く
た
め
、
皆
さ
ん
が
川
に
対
し
て
日
頃
感
じ

て
い
る
こ
と
や
、
河
川
の
整
備
や
管
理
に
つ

い
て
ご
意
見
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
い
た
だ
い
た
ご
意
見
に
つ
き
ま
し

て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
開
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

皆
様
か
ら
の
ご
意
見
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.kisosansen-plan.jp/

【
お
問
い
合
せ
先
】
横
山
ダ
ム
工
事
事
務
所

工
務
課

℡
５
２
‐
２
２
１
３

自衛官等募集案内

※ 詳しいお問い合せ「自衛隊岐阜地方協力本部 大垣地域事務所」ＴＥＬ：０５８４（７３）１１５０まで。

待遇・その他

修学年限４年
卒業後１年で
３等陸・海・空尉

修学年限６年
医師免許取得後
２等陸・海・空尉

修業年限３年
看護師免許取得後
２等陸曹

◇ １９年１０月採用予定の２士は、９月２８日まで受け付けております。
※ １０月採用は、海・空の予定（試験日：８月５日、９月１７日、２５日、２９日）

◇ ２０年３・４月採用の航空学生（パイロット）、一般曹候補生等は、９月７日まで受け付けております。

試験期日

９月２３・２４日

１次試験 １１月１０・１１日
２次試験 １２月１１～１４日

１次：１１月３・４日
２次：１２月５～７日

１次：１０月１４日
２次：１１月１７・１８日

受付期間
９月５日～

９月７日

９月７日～

９月２８日

資格
高卒（見込含む）
２１歳未満の者
（高等学校長等の推薦が必要です）

高卒（見込含む）
２１歳未満の者

高卒（見込含む）
２４歳未満の者

募集予定人員
人文・社会科学専攻
約３０名（うち女子約５名）
理工学専攻
約１００名（うち女子約５名）

人文・社会科学専攻
約７０名（うち女子約１０名）
理工学専攻
約３００名（うち女子約２５名）

約７５名

陸 約８０名

募集種目

推
薦

一
般

防衛医科大学校
（将来の医師を養成）

看護学生
（将来の看護師を養成）

そ の 他

防衛大学校

（将来の指揮
官等を養成）
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子子
育育
てて
セセ
ミミ
ナナ
ーー
開開
催催
のの
おお
知知
らら
せせ

■
日
時

９
月
２８
日
�

１３
時
開
場

１３
時
３０
分
〜
１５
時
３０
分

■
場
所

大
野
町
総
合
町
民
セ
ン
タ
ー
多
目

的
ホ
ー
ル

■
講
師

母
性
愛
神
話
で
有
名
な
大
日
向
雅

美
恵
泉
女
学
園
大
学
・
大
学
院
教
授

■
テ
ー
マ

「
子
育
て
が
い
な
に
な
る
と
き

つ
ら
い
と
き
」
悩
ん
で
い
る
の
は
み
ん
な

同
じ

※
参
加
費
無
料
、
託
児
所
あ
り

【
お
問
い
合
せ
先
】
大
野
子
ど
も
家
庭
支
援

セ
ン
タ
ー
こ
こ
ろ

℡
５
３
‐
２
３
２
９

平平
成成
１１９９
年年
１１００
月月
１１
日日
現現
在在
でで

就就
業業
構構
造造
基基
本本
調調
査査
をを
実実
施施
しし
まま
すす

全
国
か
ら
抽
出
さ
れ
た
約
４５
万
世
帯
の
１５

歳
以
上
の
方
々
を
対
象
に
、
ふ
だ
ん
何
か
収

入
に
な
る
仕
事
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
や
就

業
に
関
す
る
希
望
な
ど
に
つ
い
て
調
査
し
ま

す
。
調
査
結
果
は
雇
用
・
経
済
政
策
な
ど
の

各
種
行
政
施
策
を
立
案
す
る
際
の
基
礎
資
料

と
な
り
ま
す
。

調
査
対
象
に
選
ば
れ
た
世
帯
に
は
、
統
計

調
査
員
が
お
伺
い
を
し
調
査
票
の
記
入
を
お

願
い
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
宜
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
揖
斐
川
町
役
場
企
画
課

℡
２
２
‐
２
１
１
１
内
線
１
４
１

県県
民民
手手
帳帳
のの
予予
約約
をを
開開
始始
しし
まま
しし
たた

皆
さ
ん
に
ご
利
用
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す

岐
阜
県
民
手
帳
の
平
成
２０
年
度
版
が
、
岐
阜

県
統
計
協
会
か
ら
発
行
さ
れ
ま
す
。

県
・
市
町
村
の
各
種
統
計
資
料
、
日
常
生

活
に
役
立
つ
内
容
な
ど
を
収
録
し
た
便
利
で

使
い
や
す
い
手
帳
で
す
。
現
在
申
し
込
み
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

■
手
帳
の
規
格

・
価
格

１
冊

４
８
０
円
（
税
込
み
）

・
サ
イ
ズ

１７
・
３
×
９
・
１
セ
ン
チ

・
総
ペ
ー
ジ
数

約
１
８
０
ペ
ー
ジ

・
表
紙

ソ
フ
ト
ビ
ニ
ー
ル

・
表
紙
の
色
（
注
意
：
従
来
と
変
更
有
り
）

黒
、
エ
ン
ジ
、
グ
レ
ー
、
青

■
手
帳
配
布
時
期

１０
月
下
旬
（
予
定
）

■
申
込
方
法

ご
希
望
の
方
は
、
揖
斐
川
町

役
場
企
画
課
ま
た
は
各
振
興
事
務
所
へ
９

月
３０
日
�
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
揖
斐
川
町
役
場
企
画
課

℡
２
２
‐
２
１
１
１
内
線
１
４
１

税税
理理
士士
にに
よよ
るる
無無
料料
税税
務務
相相
談談
所所

のの
開開
設設
にに
つつ
いい
てて

名
古
屋
税
理
士
会
大
垣
支
部
で
は
、
所
属

す
る
税
理
士
が
住
民
の
皆
さ
ん
の
た
め
に
税

金
や
記
帳
方
法
等
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く

説
明
・
相
談
に
応
じ
て
お
り
ま
す
。

■
日
時

毎
週
月
・
水
・
金
の
１３
時
〜
１５
時

※
休
み
の
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に

お
電
話
に
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※
相
談
内
容
が
概
ね
３０
分
以
内
に
完
了
す
る

方
を
対
象
と
し
て
お
り
ま
す
。

【
お
問
い
合
せ
先
】

大
垣
支
部
税
務
相
談
所

大
垣
市
西
長
町
１
番
地

大
垣
税
理
士
会

館
内

℡
０
５
８
４
‐
７
４
‐
６
６
６
８

「「
第第
２２
回回
ふふ
れれ
ああ
いい
懇懇
談談
会会
」」
開開

催催
にに
つつ
いい
てて

木
曽
川
・
長
良
川
・
揖
斐
川
の
今
後
２０
〜

３０
年
間
の
整
備
計
画
の
内
容
を
定
め
る
「
河

川
整
備
計
画
」
の�
た
た
き
台
�を
皆
様
の
意

見
を
踏
ま
え
、作
成
し
ま
し
た
。つ
き
ま
し
て

は
、
次
の
と
お
り�
た
た
き
台
�に
つ
い
て
話

し
合
う「
ふ
れ
あ
い
懇
談
会
」を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時

９
月
１５
日
�

９
時
３０
分
〜
１１
時
３０
分

■
場
所

大
垣
市
民
会
館（
大
垣
市
新
田
町
１
‐
２
）

■
申
し
込
み

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

■
交
通
機
関

各
自
で
お
い
で
い
た
だ
く
か
、

会
場
行
き
の
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
（
国
土
交
通

省
）
が
Ｊ
Ｒ
大
垣
駅（
南
口
）か
ら
９
時
に

出
発
し
ま
す
の
で
ご
乗
車
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
国
土
交
通
省
木
曽
川
上

流
河
川
事
務
所
調
査
課

℡
０
５
８
‐
２
５
１
‐
１
１
２
５

第第
２２７７
回回
岐岐
阜阜
矯矯
正正
展展
開開
催催
のの
おお
知知
らら
せせ

■
日
時

１０
月
１３
日
�
９
時
３０
分
〜
１６
時

■
場
所

岐
阜
刑
務
所

■
主
な
内
容

刑
務
所
・
少
年
鑑
別
所
紹
介

パ
ネ
ル
の
展
示
・
ビ
デ
オ
放
映
、
刑
務
所

内
見
学
（
午
前
・
午
後
各
１
回
）、性
格
検

査
、
刑
務
所
作
業
製
品
展
示
販
売
な
ど

【
お
問
い
合
せ
先
】

岐
阜
刑
務
所
処
遇
部
企
画
部
門
（
作
業
）

岐
阜
市
則
松
１
‐
３
４
‐
１

℡
０
５
８
‐
２
３
９
‐
９
８
２
１

全全
国国
一一
斉斉
「「
子子
どど
もも
のの
人人
権権
１１
１１
００
番番
」」

強強
化化
週週
間間
にに
おお
けけ
るる
電電
話話
相相
談談
所所
開開
設設

い
じ
め
・
体
罰
・
虐
待
等
を
誰
に
も
打
ち

明
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
悩
み
を
抱
え
て
お

ら
れ
る
方
は
、
ど
な
た
で
も
電
話
相
談
に
応

じ
ま
す
。

■
日
時

９
月
１７
日
�
か
ら
２３
日
�

月
〜
金
曜
日

８
時
３０
分
〜
１９
時

土
・
日
曜
日

１０
時
〜
１７
時

■
相
談
担
当
者

子
ど
も
の
人
権
相
談
委
員

■
相
談
の
形
態

電
話
相
談

■
電
話
番
号

こ
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

℡
０
１
２
０
‐
０
０
７
‐
１
１
０

【
お
問
い
合
せ
先
】
岐
阜
地
方
法
務
局
人
権

擁
護
課

岐
阜
市
金
竜
町
５
丁
目
１３
番
地

℡
０
１
２
０
‐
０
０
７
‐
１
１
０
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平平
成成
２２００
年年
４４
月月
かか
らら
老老
人人
保保
健健
制制
度度
がが

後後
期期
高高
齢齢
者者
医医
療療
制制
度度
にに
変変
わわ
りり
まま
すす
。。

７５
歳
以
上
の
方
（
一
定
以
上
の
障
害
が
あ

る
人
は
６５
歳
以
上
）
は
、
こ
れ
ま
で
は
国
民

健
康
保
険
や
被
用
者
保
険
（
政
府
管
掌
健
康

保
険
、
共
済
組
合
等
）
に
加
入
し
な
が
ら
、

市
町
村
が
運
営
す
る
老
人
保
健
制
度
に
よ
り

医
療
の
給
付
を
受
け
て
き
ま
し
た
。
平
成
２０

年
４
月
１
日
か
ら
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
し
、
医
療
に
関
す
る
給
付
を
受
け

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
岐
阜
県
内
の
す

べ
て
の
市
町
村
が
参
加
し
設
立
し
た
「
岐
阜

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
が
保
険
料

の
算
定
や
各
種
給
付
を
行
い
ま
す
。
保
険
料

の
徴
収
や
各
種
申
請
、
届
出
の
窓
口
は
市
町

村
と
な
り
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
対
象
者
す

べ
て
が
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す

（
こ
れ
ま
で
被
扶
養
者
と
な
っ
て
い
て
自
分

で
保
険
料
を
納
め
て
い
な
か
っ
た
人
も
納
め

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。）。

医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
自
己
負
担
の

割
合
は
、
現
在
の
老
人
保
健
制
度
と
同
じ
く

医
療
費
の
１
割
（
現
役
並
み
所
得
者
は
３

割
）
で
す
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
岐
阜
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合

℡
０
５
８
‐
３
８
７
‐
６
３
６
８

知知
っっ
てて
いい
まま
すす
かか
？？

警警
察察
相相
談談

＃＃
９９
１１
１１
００

９
月
１１
日
は
「
警
察
相
談
の
日
」
で
す
。

警
察
本
部
・
各
警
察
署
に
は
「
警
察
安
全
相

談
担
当
者
」
が
い
ま
す
。

犯
罪
等
に
よ
る
被
害
の
未
然
防
止
に
関
す

る
相
談
や
皆
さ
ん
の
安
全
と
平
穏
に
つ
い
て

の
相
談
等
に
応
じ
て
い
ま
す
。

緊
急
の
事
件
・
事
故
以
外
の
相
談
は
「
＃

９
１
１
０
番
」
又
は
各
警
察
署
へ

＃
９
１
１
０
番
は
プ
ッ
シ
ュ
回
線
電
話
・
携

帯
電
話
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
ご
利
用
出
来
ま
す
。

（
右
記
以
外
は
直
通
電
話
番
号
０
５
８
‐

２
７
２
‐
９
１
１
０
へ
）

心心
配配
ごご
とと
相相
談談
・・
法法
律律
相相
談談
のの

開開
催催
場場
所所
変変
更更
のの
おお
知知
らら
せせ

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
て
い
ま
す

心
配
ご
と
相
談
・
法
律
相
談
の
開
催
場
所
が
、

１０
月
か
ら
揖
斐
川
町
中
央
公
民
館
に
変
更
と

な
り
ま
す
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
揖
斐
川
町
役
場
社
会
福

祉
課

℡
２
２
‐
２
１
１
１

揖
斐
川
尚
和
園
へ

若
原

春
男
さ
ん

福
島

菊
の
花

市
田
セ
ツ
子
さ
ん

清
水

お
茶

宮
本

淑
子
さ
ん

三
輪

ヨ
ー
グ
ル
ト

牧
村

正
美
さ
ん

房
島
３
区

野
菜

細
川
さ
ん

大
野
町

野
菜

揖
斐
川
町
役
場
へ

７
月
９
日
�
画
家
で
中
部
学
院
大
学
短

期
大
学
部
特
任
教
授
の
石
原
ミ
チ
オ
さ
ん

が
、「
揖
斐
川
紀

行
」の
絵
画（
徳
山

地
区
の
風
景
を
描

い
た
水
彩
・
油
彩

画
）
計
１５
点
を
寄

付
さ
れ
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

あ
た
た
か
い
善
意

ゆゆ
〜〜
みみ
んん
ぐぐ
まま
もも
なな
くく
１１
５５
００
万万
人人
達達
成成
！！

ゆ
〜
み
ん
ぐ
で
は
、
１
５
０
万
人
達
成
感

謝
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
９
月
１３
日
〜
１７
日
は
、

ス
ポ
ー
ツ
用
品
の
バ
ー
ゲ
ン
セ
ー
ル
、
９
月

１６
日
と
１７
日
に
は
、
利
用
者
の
方
に
ジ
ュ
ー

ス
と
�
ゆ
〜
み
ん
ぐ
�
ロ
ゴ
入
り
タ
オ
ル
を

差
し
上
げ
ま
す
。
是
非
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
屋
内
温
水
プ
ー
ル

ゆ
〜
み
ん
ぐ

℡
３
２
‐
４
６
８
２

平平成成1199年年 秋秋のの全全国国交交通通安安全全運運動動

実施期間 ９月２１日�～９月３０日�

地地域域ぐぐるるみみでで守守ろろうう おお年年寄寄りりととここどどもも
運動の重点

高齢者の交通事故を防止する
夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故を防止する
（特に、子どもと高齢者を中心として）
後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用を
徹底する

０１２０‐８７０‐７８３
（はなそう なやみ）
０１２０‐７９４‐３１０
０５８‐２７２‐８６１５
（ＦＡＸ兼）
０５８‐２７３‐７４１０

０５８‐２５３‐３４３５

０５８‐２７４‐７４４４
０１２０‐７８３‐８００
ヤングテレホンコーナー
０５８‐２７４‐３０００

０１２０‐７８３‐８０２

犯罪被害者相談
室
ストーカー相談１１０番

廃棄物１１０番

けん銃１１０番
駅施設における
警察安全相談所
暴力１１０番

本部少年サポー
トセンター

地区少年サポートセンター
（各地区共通）

犯罪被害による心の悩みに関
する相談
ストーカーに関する相談

廃棄物に関する相談

けん銃に関する相談
列車内及び鉄道施設における
痴漢等に関する相談
暴力（団）に関する相談

いじめ・少年非行、福祉犯の
取締り等に関する相談及び犯
罪被害少年への支援活動
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IBIGAWA

SPA

おかげさまで来場者３万人を達成しました！

４月のオープン以来多くのお客様にご来場いただき心より感謝しております。今後もよりいっそうお客様に
満足していただける「安らぎの時間と空間」を提供できるよう努めてまいりますのでよろしくお願いします。

今月の浴槽紹介は、「泡風呂」と「一人湯」について紹介します。

☆泡風呂☆
男湯・女湯ともに設置してある「泡風呂」は、浴槽内に仰向け状態でつかります。

背もたれの部分から泡（気泡）が出ており、気泡が体に当たることで、皮膚表面へ
のマッサージ効果を繰り返します。その結果「血行促進」や「皮膚の活性化」を促
します。血行が良くなれば温熱効果も期待でき、健康増進にもつながります。

☆一人湯☆
「一人湯」は、岩露天風呂がある浴槽に設置してあります。
檜づくりの浴槽には、温泉がなみなみと張られており、湯舟につかった時にお湯

が溢れる様は、贅沢な気分を演出してくれます。
「檜の香り」と「たっぷりの温泉」そして、窓から望む緑豊かな自然をぜひお楽
しみください。極上のリラックス空間を提供します。

☆☆『お得な回数券』販売しています☆☆
『お得な回数券』を利用して、心地よい汗を流し、リフレッシュしてみませんか？
回数券は１２枚綴りで大人５，０００円、子ども３，０００円とお得な料金となっています。
また、「贈り物」としても回数券をご利用ください。「癒しの時間と空間」をプレゼントし

てみてはいかがでしょう。
皆様ぜひ『お得な回数券』をご利用ください。

【いび川温泉藤橋の湯 ９月の休館日】
９月６日�・９月１３日�・９月２０日�・９月２７日�

【お問い合せ先】
いび川温泉藤橋の湯 ℡５２－１１２６

いびがわ 特産品シリーズ アマチャ（ユキノシタ科）
伊吹山の美濃側中腹に自生するヤマアジサイは葉を揉むと甘くなるので、それを栽培して甘茶を作

っている記事が滋賀県植物誌（１９６８）に出ています。そこは笹又、古屋、中山地区でありアマチャが
栽培された形跡が残っています。小寺甚五郎さんの売掛帳からも栽培は明らかであり、アマチャが春
日における換金作物として重要なもので有ったことが伺われます。戦後栽培されたアマチャ畑に植林
が行われて、今では樹陰下でかろうじて栽培の面影を見ることが出来ます。しかもそれらのアマチャ
は今も住民により採取され甘茶が作られています。甘茶の煎じたものは４月８日の灌仏会（カンブツ
エ）に用いています。このとき人も飲みます。甘茶の甘みは葉にフィロズルチン配糖体が含まれるか
らで、これ自身には甘みが無く、分解してフィロズルチンやイソフィロズルチンにすると砂糖よりも
甘みが出てきます。夏から秋にかけて葉を採って、しなびさせてからよく掌で揉んで乾燥させても甘
みが出ますが、実際には十分に発酵させることが重要です。春日では８月頃に葉を採取し筵にひろげ
て乾燥させ、それをタライに入れ熱湯をかけて揉みアクを出します。そうした葉を袋や麻布で包み筵
をかぶせて発酵させてから、天日で乾燥させると甘茶のできあがりです。今では砂糖でない甘みが健
康食材として重要視されています。乾燥した葉から甘茶を作る方法を書いてアマチャ葉を販売したら
特産品が生まれると思います。 （岐阜薬科大学名誉教授 水野瑞夫）

いい湯便り
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